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【
解
　
題
】

　

本
稿
は
、
坂
口
太
郎
・
藤
本
孝
一
「
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
一
巻
～
第

三
巻
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
三
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
。
以
下
、

「
前
稿
」）
の
続
稿
で
あ
る
。
最
初
に
、
本
稿
で
紹
介
す
る
重
要
文
化
財
『
西
南
院

文
書
』
第
四
巻
の
概
要
と
、
注
目
す
べ
き
文
書
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
く
。

　

第
四
巻
は
、
室
町
時
代
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
文
書
十
一
通
を
収
め
る
。
特

徴
的
で
あ
る
の
は
、
西
南
院
の
相
伝
に
関
わ
る
院
主
の
譲
状
が
多
い
点
で
あ
り
、
中

世
後
期
に
お
け
る
西
南
院
の
沿
革
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
手
掛
か
り
と
な
る
。

　

譲
状
に
つ
い
て
、
一
つ
ひ
と
つ
の
内
容
解
説
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
概

観
し
て
気
付
く
の
は
、
応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
十
一
月
十
八
日
付
「
定
秀
譲

状
」（
第
四
五
号
）
を
画
期
と
し
て
、
そ
れ
以
後
の
譲
状
に
「
西
南
院
」
の
名
称
が

ほ
ぼ
定
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

前
稿
の
「
解
題
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
西
南
院
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
摂
関
九
条

家
（
の
ち
一
条
家
）
の
祈
願
所
で
あ
っ
た
平
等
心
院
と
一
体
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
中
世
・
近
世
で
は
、「
西
南
院
」
と
「
平
等
心
院
」
と
い
う
二
つ
の
名

称
が
こ
も
ご
も
行
な
わ
れ
る
が
、
中
世
前
期
の
段
階
で
は
「
平
等
心
院
」
の
名
称
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
前
稿
で
紹
介
し
た
、
南
北
朝
時
代
の
末
期
に
属
す

る
元
中
二
年
（
一
三
八
五
）
七
月
二
十
四
日
付
「
定
成
讓
状
」（
第
四
三
号
）
で
も
、

冒
頭
に
「
譲
渡　

平
等
心
院
々
主
職
事
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
応
永
三
十
二
年
の
「
定
秀
譲
状
」
以
後
は
、

院
主
の
譲
状
で
「
西
南
院
」
の
名
称
が
ほ
ぼ
定
着
す
る
。
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）

成
立
の
『
高
野
山
諸
院
家
帳
』
は
、
中
世
後
期
の
高
野
山
上
に
お
け
る
子
院
を
一
覧

化
し
た
史
料
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
「
平
等
心
院
」
で
は
な
く
「
西
南
院
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
院
号
の
交
替
は
、
関
係
史
料
を
見
る
限
り
、
南
北
朝
時
代

末
期
か
ら
室
町
時
代
初
頭
に
か
け
て
生
じ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

ま
た
、
右
の
現
象
と
あ
わ
せ
て
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ま
で
平
等
心
院
の
所
領
と

し
て
相
伝
さ
れ
て
き
た
和
泉
国
大
泉
荘
が
、
室
町
中
期
以
降
に
な
る
と
、
西
南
院
の

関
係
史
料
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
南
院
の
院
主
の
譲
状
に
お

い
て
大
泉
荘
が
見
え
る
の
は
、
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
十
月
十
六
日
付
「
祐
舜
譲

状
」（
第
四
七
号
）を
最
後
と
す
る
。こ
の
後
に
、西
南
院
は
大
泉
荘
の
支
配
権
を
失
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
八
月
二
十
三
日
付
「
仙
海
譲
状
」（『
金

剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
院
宣
古
遺
状
古
証
文
等
写
」。
第
五
四
号
〔
参
考
〕）

に
は
、
大
泉
荘
は
見
え
な
い
。

　

そ
し
て
、
大
泉
荘
の
喪
失
と
軌
を
一
に
し
て
、
西
南
院
は
、
鎌
倉
時
代
以
来
の
外

護
者
で
あ
る
一
条
家
（
大
泉
荘
の
本
家
）
と
の
関
係
が
途
切
れ
る
。
重
要
文
化
財
『
西

（
１
）

史
料
紹
介重

要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
四
巻

坂　
　

口　
　

太　
　

郎

藤　
　

本　
　

孝　
　

一
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南
院
文
書
』
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
に
は
、
九
条
家
な
い
し
は
一
条
家
が
発
給
し
た
御

教
書
が
多
く
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
平
等
心
院
の
相
伝
に
際
し
て
、
一
条
家

の
安
堵
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
四
巻
に
は
、
一
条

家
の
発
給
文
書
を
確
認
で
き
な
い
。
大
泉
荘
の
支
配
権
の
喪
失
と
と
も
に
、
西
南
院

と
一
条
家
の
関
係
も
終
焉
を
迎
え
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、
譲
状
の
概
観
を
通
し
て
、
院
号
の
交
替
、
大
泉
荘
の
支
配
権
の
喪
失
、
一

条
家
と
の
関
係
の
断
絶
に
つ
い
て
、
簡
略
に
指
摘
し
た
。
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の

移
行
に
と
も
な
い
、
西
南
院
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
本
稿
で
紹
介
す
る
譲
状
に
は
、
西
南
院
以
外
の
院
家
に
関
わ
る
も
の
も
見

え
る
。明
応
八
年
八
月
二
十
二
日
付「
仙
海
譲
状
」（
第
五
四
号
）が
そ
れ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
譲
渡
さ
れ
て
い
る
の
は
、
高
野
山
内
の
浄
菩
提
院
と
そ
の
院
領
で
あ
る
。

　

浄
菩
提
院
は
、
近
世
で
は
高
野
山
南
谷
に
所
在
す
る
が
、
こ
れ
は
寛
文
十
年
（
一

六
七
〇
）
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
西
南
院
と
同
じ
く
西
院
（
西
院
谷
）

に
あ
っ
た
。
右
の
「
仙
海
譲
状
」
に
よ
れ
ば
、
仙
海
（
西
南
院
第
二
十
一
世
）
は
、

そ
の
師
の
俊
善
（
西
南
院
第
十
九
世
）
か
ら
浄
菩
提
院
の
院
家
・
院
領
を
相
伝
し
、

さ
ら
に
こ
れ
ら
を
門
弟
の
忠
海
（
西
南
院
第
二
十
二
世
）
に
譲
渡
し
て
い
る
。
浄
菩

提
院
の
院
主
に
つ
い
て
は
、『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
八
「
浄
菩
提
院
代
代

先
師
名
簿
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
俊
善
・
仙
海
・
忠
海
ら
の
相
伝

が
漏
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、「
仙
海
譲
状
」
は
『
析
負
輯
』
を
補
う
も
の
と
し
て
重

要
で
あ
る
。

　

西
南
院
や
浄
菩
提
院
を
含
む
西
院
（
西
院
谷
）
全
体
に
関
わ
る
文
書
と
し
て
見
逃

せ
な
い
の
は
、
応
永
二
十
二
年
七
月
十
三
日
付
「
高
野
山
西
院
院
内
集
会
評
定
事
書
」

（
第
四
四
号
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
六
番
衆
（
預
中
と
行
人
中
か
ら
な
る
広
義

の
行
人
集
団
）
が
、
西
南
院
所
有
の
山
木
を
無
断
で
切
り
取
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

伐
木
の
返
還
を
求
め
る
と
と
も
に
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
、
下
知
す
る
こ
と
を
評

議
し
た
も
の
で
あ
る
。
末
尾
に
は
、
西
院
々
主
頼
宥
を
始
め
と
す
る
、
西
院
谷
に
所

在
し
た
諸
子
院
の
宿
老
七
人
の
署
判
が
あ
る
。

　

中
世
の
高
野
山
で
は
、
一
山
全
体
の
集
会
評
定
は
も
と
よ
り
、
谷
上
院
谷
・
中
院

谷
・
千
手
院
谷
・
西
院
谷
・
往
生
院
谷
な
ど
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
小
規
模
な
集

会
評
定
が
開
か
れ
て
い
た
。
和
多
昭
夫
（
秀
乘
）
氏
に
よ
れ
ば
、
本
文
書
に
見
え
る

集
会
評
定
が
、
中
世
の
西
院
谷
に
お
け
る
集
会
評
定
と
し
て
確
認
で
き
る
唯
一
の
例

と
い
う
。
以
て
、
そ
の
史
料
的
価
値
の
高
さ
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

な
お
、
第
四
巻
所
収
文
書
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析

負
輯
』
巻
六
「
院
宣
古
遺
状
古
証
文
等
写
」（「
続
真
言
宗
全
書
」
第
三
五
巻
）
に
収

載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」
は
、
第
四
巻
所
収
の

譲
状
に
も
と
づ
い
て
、中
世
後
期
に
お
け
る
西
南
院
の
相
承
過
程
を
ま
と
め
て
お
り
、

参
考
と
な
る
。
た
だ
し
、『
析
負
輯
』
に
お
け
る
解
読
に
は
誤
脱
が
見
ら
れ
、
形
式

に
つ
い
て
も
原
本
に
忠
実
で
は
な
い
た
め
、
注
意
を
要
す
る
。
こ
こ
に
、
本
稿
が
原

本
に
も
と
づ
い
て
翻
刻
を
提
供
す
る
意
義
が
あ
ろ
う
。

注（
１
）　

日
野
西
真
定
編
・
著
『
高
野
山
古
絵
図
集
成
』（
清
栄
社
、
一
九
八
三
年
）
所
収
。

（
２
）　
『
高
野
山
諸
院
家
帳
』。
な
お
、『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
八
「
浄
菩
提
院
代

代
先
師
名
簿
」
の
阿
闍
梨
朝
雲
の
項
に
「
初
此
寺
在
二
西
院
谷
一。
大
永
元
年
二
百
六
十

年
已
前
、
福
智
院
失
火
、
西
院
焼
亡
之
時
、
類
焼
歟
。
寛
文
十
年
、
与
二
十
輪
院
一
交
替
、

移
二
南
谷
一。
求
二
花
王
院
之
分
地
一、
入
二
上
通
寺

ノ
列
一
」
と
あ
る
の
が
参
考
と
な
る
。

（
３
）　

六
番
衆
に
つ
い
て
は
、黒
田
弘
子「
中
世
後
期
に
お
け
る
高
野
山
権
力
と
農
民
闘
争
」

（『
中
世
惣
村
史
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
。
初
出
一
九
七
一
年
）、
山

陰
加
春
夫「
永
享
五
年
の「
高
野
動
乱
」に
つ
い
て
」（『
新
編 

中
世
高
野
山
史
の
研
究
』

（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
。
初
出
二
〇
〇
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
４
）　
「
評
定
事
書
」
に
見
え
る
宿
老
で
、
所
属
が
判
明
す
る
の
は
、
以
下
の
四
人
で
あ
る
。

▼
頼
宥
︱
修
禅
院
（
応
永
二
十
年
﹇
一
四
一
三
﹈
六
月
十
二
日
付
「
勧
学
院
護
摩
所

田
諸
衆
免
状
案
」﹇『
大
日
本
古
文
書 

高
野
山
文
書
之
三
』
第
五
六
二
号
﹈）
▼
長
範

（
２
）（

３
）

（
４
）

（
５
）
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︱
浄
菩
提
院
（「
高
野
山
検
校
帳
」
第
百
四
十
六
検
校
法
印
長
範
の
項
﹇『
大
日
本
古

文
書 

高
野
山
文
書
之
七
』
第
一
六
六
一
号
﹈）
▼
鏡
範
︱
西
方
院
（
文
安
四
年

﹇
一
四
四
七
﹈
八
月
二
十
一
日
付
「
高
野
山
大
湯
屋
釜
鋳
目
録
」﹇『
大
日
本
古
文
書 

高
野
山
文
書
之
八
』
第
一
七
七
二
号
﹈）
▼
深
範
︱
智
荘
厳
院
（
前
掲
応
永
二
十
年
六

月
十
二
日
付
「
勧
学
院
護
摩
所
田
諸
衆
免
状
案
」）

（
５
）　

和
多
昭
夫
（
秀
乘
）「
中
世
高
野
山
の
僧
侶
集
会
制
度
」（『
密
教
文
化
』
第

四
五
・
四
六
号
、
一
九
五
九
年
）
四
三
頁
。

 

（
文
責
・
坂
口
）

〔
付
記
〕
本
研
究
に
御
協
力
い
た
だ
き
、『
西
南
院
文
書
』
の
翻
刻
・
図
版
掲
載
の
利
用
を

御
許
可
く
だ
さ
っ
た
、
和
田
友
伸
師
（
西
南
院
上
綱
）
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

ま
た
、
原
本
調
査
に
御
高
配
を
賜
っ
た
高
野
山
霊
宝
館
、
調
査
・
撮
影
に
御
協
力
く

だ
さ
っ
た
渡
邉
正
男
・
山
家
浩
樹
・
末
柄
豊
・
木
村
真
美
子
の
諸
先
生
に
も
、
厚
く

御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　
　
　

な
お
、
本
稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
お
け
る

一
般
共
同
研
究
「
高
野
山
西
南
院
文
書
の
調
査
・
研
究
︱
高
野
山
伝
来
史
料
の
研
究

資
源
化
に
む
け
て
︱
」（
二
〇
一
八
・
一
九
年
度
）、「
高
野
山
伝
来
聖
教
奥
書
集
成
に

む
け
て
の
調
査
・
研
究
︱
平
安
・
鎌
倉
時
代
を
中
心
と
し
て
︱
」（
二
〇
二
〇
年
度
）

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
翻
　
刻
】

〔
凡
例
〕

一�

、
本
稿
は
、
高
野
山
西
南
院
に
伝
来
し
た
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書　

十
一
巻
』

の
う
ち
、
第
四
巻
に
収
め
ら
れ
た
文
書
十
一
点
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
書

番
号
は
、
坂
口
太
郎
・
藤
本
孝
一
「
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
一
巻
～
第

三
巻
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
三
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
。
以
下

「
前
稿
」）
を
う
け
る
。

一�

、翻
刻
は
、高
野
山
霊
宝
館
に
寄
託
中
の
原
本
お
よ
び
そ
の
画
像
に
よ
っ
て
行
な
っ

た
が
、
第
四
巻
は
焼
損
が
あ
る
た
め
、
焼
損
発
生
以
前
に
撮
影
さ
れ
た
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
架
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
も
参
照
し
た
。

一�

、
花
押
・
花
押
影
な
ど
は
、
本
文
の
相
当
箇
所
に
（
花
押
）
の
よ
う
に
記
し
、
稿

末
に
花
押
集
と
し
て
掲
げ
た
。
花
押
集
に
お
け
る
番
号
は
、
前
稿
を
う
け
る
。

一�

、
字
体
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
が
、
一
部
の
異
体
字
・
略
体
字
に

つ
い
て
は
残
し
た
。

一�

、
改
行
は
原
本
通
り
と
し
た
。

一�

、
本
文
に
は
、
読
点
（
、
）・
並
列
点
（
・
）
を
付
し
、
く
り
か
え
し
記
号
は
「
々
」

を
以
て
示
し
た
。

一�

、
抹
消
さ
れ
た
文
字
は
、
左
傍
に
〻
記
号
を
付
し
た
。

一�

、
本
文
以
外
の
部
分
は
、「　

」
で
括
り
、
そ
の
位
置
に
従
っ
て
（
端
裏
書
）（
包

紙
ウ
ハ
書
）（
裏
書
）
な
ど
と
傍
注
を
付
し
た
。

一�
、
編
者
が
加
え
た
傍
注
で
、
文
字
に
関
わ
る
も
の
は
〔　

〕
記
号
、
参
考
・
説
明

に
わ
た
る
も
の
は
（　

）
記
号
を
以
て
示
し
た
。

一�

、
文
書
の
内
容
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
按
文
を

付
し
、
文
頭
に
○
記
号
を
加
え
て
本
文
と
区
別
し
た
。
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〔
西
南
院
文
書
〕
第
四
巻

　
四
四
　
高
野
山
西
院
院
内
集
会
評
定
事
書
　
　
　
　
　

採
寸
不
能

「
院
内
事
書　
　
　
　
　

三
通
内
」

　
　

応
永
廿
二
年
七
月
十
三
日
西
院
々
内
集
会
評
定
云
、

一
、
西
南
院
内
山
木
、
自
彼
院
家
被
切
之
処
、

　
　

号
樹
院
内
之
六
番
衆
等
、
被
切
木
少
々
取
之

　
　

条
、
無
勿
躰
云
々
、
自
往
古
以
来
、
為
西
南
院

　
　

之
計
条
、
無
其
隠
之
上
者
、
所
取
之
木
返
之
、

　
　

於
向
後
彼
内
山
、
不
可
相
綺
之
由
、
六
番
衆

　
　

中
可
有
下
知
事
、

一
、
院
内
一
同
為
評
議
之
上
者
、
宿
老
少
々
、

　
　

可
被
加
署
判
事
、

　
　
　
　
　
　

同
年
月
日　

西
院
々
主
頼
宥
（
花
押
20
）

　
　

仙
杲
（
花
押
21
）　

道
恵
（
花
押
22
）　

長
範
（
花
押
23
）

　
　

鏡
範
（
花
押
24
）　

深
範
（
花
押
25
）　

宗
秀
（
花
押
26
）

　

○
本
文
書
に
つ
い
て
は
、
本
槁
の
「
解
題
」
参
照
。

　
四
五
　
定
秀
譲
状
　
　
　
　
　

縦
採
寸
不
能

横
四
四
・
九
糎

「　
　
　
　

�　
　
　

代
々
譲
状
十
三
之
内
、

　
　
　

拾
参
先
師
御
自
筆�

深
忠
譲
状　
　
　
　

」

譲
与　

西
南
院
坊
舍
等
事

右
、
任
神
慮
、
賜
御
鬮
子
、
以
深
舜
房
阿
闍
梨
、

補
院
主
職
、
堂
舍
・
僧
坊
・
仏
具
・
聖
教
・
院
領
・

資
財
等
、
悉
以
令
譲
与
之
処
也
、
然
者
、
全
院
家
之

住
持
、
尋
得
法
器
之
仁
、
可
補
後
代
之
院
務
也
、

仍
遺
記
之
状
、
如
件
、

　
　

応
永
卅
二
年
乙巳

十
一
月
十
八
日　

法
印
権
大
僧
都
定
秀
（
花
押
27
）

　

○�

包
紙
ウ
ハ
書
の
う
ち
、「
先
師
御
自
筆
」
は
別
筆
で
あ
る
。
禅
慶
房
定
秀
は
西

南
院
第
十
四
世
（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。
定

秀
が
西
南
院
を
譲
与
し
た
「
深
舜
房
阿
闍
梨
」
は
、
西
南
院
第
十
五
世
で
あ
る

深
忠
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
析
負
輯
』
が
深
忠
の
房
号
を
「
深
寂
房
」

と
す
る
の
と
食
い
違
う
。

　
四
六
　
深
忠
譲
状
　
　
　
　
　

縦
採
寸
不
能

横
五
〇
・
六
糎

「
宗
賢
御
房
譲
状
」

譲
渡　

西
南
院
々
家
・
院
領
事

　

合
坊
舍
二
宇
・
敷
地
・
山
等
并
堂
一
宇　
　
　
　

四
郎
丸

院
領
・
悉
資
財
・
雑
具
・
仏
具
・
本
尊
皆
共
童
子
一
人

右
、
件
院
家
・
々
領
者
、
先
師
定
秀
之
御
方
ヨ
リ

深
忠
相
続
之
畢
、
然
而
、
今
病
気
末
期
仁

及
間
、
奉

阿
闍
梨
宗
賢
御
房
、
憑
永
代
譲
渡
申
事

実
正
也
、
無
他
妨
、
随
譲
状
之
旨
、
可
被
地
行
之
者
也
、

仍
後
日
亀
鏡
之
状
、
如
件
、

　
　

永
享
六
年
甲寅

三
月
廿
二
日　
　

阿
闍
梨
深
忠
（
花
押
28
）

　

○�

抹
消
箇
所
に
つ
い
て
は
、
右
の
図
版
を
参
照
。
深
舜
房
深
忠
は
西
南
院
第
十
五

世
、宗
賢
房
祐
舜
は
西
南
院
第
十
六
世（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』巻
六「
先

（
端
裏
書
）

（
包
紙
ウ
ハ
書
）

（
深
忠
）

（
端
裏
書
）

〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻

（
祐
舜
）

知
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師
歴
代
写
」）。

　
四
七
　
祐
舜
譲
状
　
　
　
　
　

縦
二
九
・
二
糎

横
四
六
・
七
糎

「
西
南
院
々
領
譲
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五

」

奉
譲
渡
西
南
院
々
領
事

　

字
和
泉
国
大
和
泉
庄
天
下

右
、
件
院
領
者
、
先
師
阿
闍
梨
深
忠
方
ヨ
リ

雖
為
相
伝
、
然
今
、
依
有
要
用
、
重
書
等

相
副
テ

無
量
寿
院
長
誉
学
頭
御
房
奉

譲
処
、
実
正
也
、
無
他
妨
、
永
代
可
令
知
行
給
者
也
、

仍
後
日
為
亀
鏡
、
証
文
状
、
如
件
、

　

永
享
七
年
乙卯

十
月
十
六
日　
　

阿
闍
梨
祐
舜
（
花
押
29
）

　

○�

宗
賢
房
祐
舜
は
西
南
院
第
十
六
世
、
智
順
房
長
誉
は
西
南
院
第
十
七
世
（『
金

剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。
長
誉
は
無
量
寿
院
の
学
頭

で
あ
り
、
応
永
十
四
年
（
一
四
〇
七
）
五
月
に
、
釈
迦
文
院
の
快
全
と
と
も
に

竪
精
論
義
を
山
王
院
で
始
行
し
た
。『
野
峯
名
徳
伝
』
巻
下
に
は
、
長
誉
が
応

永
三
十
年
七
月
十
四
日
に
入
滅
し
た
と
す
る
が
、
す
で
に
『
紀
伊
続
風
土
記
』

高
野
山
之
部�

巻
之
三
十
六
「
高
僧
行
状
之
部�

巻
之
三�

無
量
寿
院
長
誉
伝
」
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

　
四
八
　
祐
舜
譲
状
　
　
　
　
　

縦
二
九
・
三
糎

横
四
七
・
一
糎

「
十
五
重
モ
ノ

　

西
南
院
々
家
譲
状　
　
　
　
　
　
　
　
　

祐
舜
」

奉
譲
西
南
院
々
家
事

　

合
坊
舍
・
敷
地
并
御
堂
・
内
山
、
有
四
至
本
券
文
、

同
聖
教
・
仏
具
・
本
尊
・
資
財
・
雑
具
等
、

右
、
件
院
家
者
、
先
師
阿
闍
梨
深
忠
方
ヨ
リ

雖
為
相
伝
、
然
今
、
依
有
要
用
、
深
忠
譲
状

并
本
券
文
相
副
テ
、

無
量
寿
院
長
誉
学
頭

御
房
奉
譲
処
、
実
正
也
、
無
他
妨
、
永
代

可
令
知
行
給
者
也
、
仍
後
日
為
亀
鏡
、
証
文

状
、
如
件
、

　

永
享
七
年
乙卯

十
月
十
六
日　

阿
闍
梨
祐
舜
（
花
押
30
）

　

○�

本
文
書
に
見
え
る
「
深
忠
譲
状
」
は
、
四
六
号
に
該
当
す
る
。

　
四
九
　
長
誉
譲
状
　
　
　
　
　

縦
採
寸
不
能

横
五
一
・
四
糎

譲
与　
　

高
野
山
平
等
心
院
事

　

合
右
、
彼
院
家
并
院
領
等
、
自
先
師
宗
賢
房
之
方

相
伝
之
処
也
、
而
今
、
入
寺
仙
深
、
且
依
為
定
秀

法
印
并
深
忠
阿
闍
梨
遺
弟
、
且
依
為
器
量
之

仁
、
所
譲
渡
実
也
、
坊
舍
并
御
堂
・
院
領
・
資
財
等
、

代
々
之
重
書
并
注
文
等
、
別
紙
在
之
、

然
間
、
委
細

不
能
注
者
也
、
永
代
無
他
妨
、
可
有
知
行
者
也
、

仍
為
後
日
亀
鏡
、
所
譲
与
之
状
、
如
件
、

　
　

永
享
拾
年
戊午

参
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　

左
学
頭
権
大
僧
都
長
誉
（
花
押
31
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
無
量
寿
院
之
一
代
、
後
当
院
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隠
居
、　　
　

」

　

○�

智
順
房
長
誉
は
西
南
院
第
十
七
世
、
良
賢
房
仙
深
は
西
南
院
第
十
八
世
（『
金

（
端
裏
書
）

〔
衍
カ
〕

（
端
裏
書
）

（
祐
舜
）

（
裏
書
）
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剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。
本
文
書
に
よ
れ
ば
、
仙
深

は
、
禅
慶
房
定
秀
（
西
南
院
第
十
四
世
）
と
深
舜
房
深
忠
（
西
南
院
第
十
五
世
）

の
遺
弟
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
五
〇
　
良
重
・
尭
誉
神
供
送
状
　
　
　
　
　

縦
二
八
・
〇
糎

横
四
七
・
四
糎

奉
送

　

神
供
二
度
料

米
一
斗�

五
穀
一
折
櫃

閼
伽
桶
二
口
在
杓
、�

折
敷
一
枚

上
紙
一
帖�

膝
突
布
一
端

右
、
奉
送
如
件
、

　

応
仁
元
年
六
月
十
五
日　

尭
誉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良
重

　
五
一
　
俊
善
付
法
状
　
　
　
　
　

縦
採
寸
不
能

横
五
一
・
九
糎

「
俊
善
付
法
状
」

竊
以
、
両
部
灌
頂
者
、
八
祖
相
承
之

大
法
、
鉄
塔
涌
出
之
秘
法
也
、
然
間
、

三
宝
院
実
賢
方
一
流
并
重
位

諸
大
事
等
、
悉
以
祐
円
授
与
之
、
於

自
今
以
後
者
、
鑒
機
根
、
四
度
灌

頂
等
、
可
被
取
行
者
也
、
仍
如
大

師
教
、
我
誓
修
行
、
奉
報
仏
恩

及
大
師
恩
、
敢
不
背
師
命
、
亦

不
違
教
理
云

云
、
仍
為
亀
鏡
、
付

法
状
、
如
件
、

　

文
明
八
年
九
月
廿
四
日

伝
授
大
阿
闍
梨
法
印
俊
善
（
花
押
32
）

　

○�

花
押
は
青
墨
。
円
良
房
俊
善
は
西
南
院
第
十
九
世
で
、
浄
菩
提
院
に
兼
住
し
た

（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。

　
五
二
　
俊
善
霊
供
米
置
文
案
　
　
　
　
　

縦
二
六
・
二
糎

横
四
一
・
八
糎

　

霊
供
米
之
事

一
所　

陸
斗
五
升　
　

平
五
郎

一
所　

弐
斗
八
升　
　

左
近
五
郎

右
、
無
沙
汰
候
ハ
て
、
ま
い
ら
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
れ

候
へ
く
候
、

　

明
応
七
年
閏
十
月
十
八
日　

俊
善
（
花
押
影
33
）

　

栄
光
房
へ

　

○�

文
書
の
奥
下
に
某
人
に
よ
る
同
形
の
花
押
が
三
顆
あ
り
（
花
押
34
）、
そ
の
上

に
本
文
が
記
さ
れ
る
の
で
、
案
文
と
判
断
し
た
。
円
良
房
俊
善
は
西
南
院
第
十

九
世
、
栄
光
房
良
賢
は
西
南
院
第
二
十
世
（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻

六
「
先
師
歴
代
写
」）。

（
端
裏
書
）

ス
タ
上
田

〔
隅
田
〕

コ
ウ
ノ
ヽ

〔
神
野
々
〕

法
印

（
良
憲
）
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五
三
　
俊
善
譲
状
　
　
　
　
　

縦
二
六
・
二
糎

横
四
四
・
七
糎

「　
　
第
十
八

　
　
　
　
　
　

西
南
院
々

家
之
事
、

絵
本
尊
・
家
具
其
外
之

秘
本
共
、
又
納
以
下
事
、

相
残
之
分
、
相
違
な
く
渡

付
候
、
仰
庵
室
置
仁
と

如
水
魚
思
相
候
て
、
院
家

相
共
可
被
守
候
、
仍
為
後
日
、

証
状
、
如
件
、

　

潤
十
月
十
八
日　

法
印
俊
善
（
花
押
35
）

　

栄
光
房

　

○
第
五
二
号
の
注
参
照
。

　
五
四
　
仙
海
譲
状
　
　
　
　
　

縦
二
六
・
六
糎

横
四
五
・
一
糎

「
二
十
」

譲
渡　

浄
菩
提
院
々
家
・
院
領
等
之
事

　

合
堂
塔
・
院
家
・
御
本
尊
并
敷
地
・
院
領
・

光
台
院
々
主
職
・
承
仕
二
供
者
、　　
　

右
、
件
之
院
家
者
、
自
先
師
前
官
法
印
俊
善
円
良
房
、

令
相
伝
処
也
、
然
今
、
忠
海
勝
善
房
、

永
代
院
家
・

院
領
真
国
郷
細
川
村
、
其
外
散
々
田
畠
、

悉
以
所
譲
与
明
白
也
、
同
代
々
譲
状
数
通
、

相
副
之
、
然
上
者
、
本
尊
御
奉
公
、
代
々
先
師

御
菩
提
、
無
如
在
、
可
被
勤
之
、
万
一
雖
有

違
乱
之
人
、
代
々
支
証
并

以
此
証
文
、
可
被

其
沙
汰
、
仍
後
日
亀
鏡
之
状
、
如
件
、

　
　

明
応
八
年
己未

八
月
廿
二
日　

入
寺
仙
海
（
花
押
36
）

　

○�

仙
海
（
房
号
未
詳
）
は
西
南
院
第
二
十
一
世
で
、
浄
菩
提
院
に
兼
住
し
た
。
勝

善
房
忠
海
は
西
南
院
第
二
十
二
世
（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先

師
歴
代
写
」）。
翌
日
付
で
、
平
等
心
院
（
西
南
院
）
を
譲
渡
し
た
譲
状
が
『
金

剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
院
宣
古
遺
状
古
証
文
等
写
」
に
収
め
ら
れ
る

が
、
そ
の
原
本
が
西
南
院
に
伝
来
し
な
い
の
で
、
次
に
こ
れ
を
掲
出
す
る
。

　
　
〔
参
考
〕
仙
海
譲
状
写

　
　
　

譲
渡　
　

平
等
心
院
院
家
・
院
領
之
事

　
　
　
　

合

　
　

�

右
、
件
之
院
家
者
、
自
先
師
前
官
法
印
俊
善
円
良
房
、
令
相
伝
処
也
、
然
今
、

忠
海
勝
善
房
、
永
代
院
家
・
院
領
真
国
郷
細
川
村
、
其
外
散
散
田
畠
、
悉
以
所

譲
与
明
白
也
、
同
代
代
譲
状
数
通
、
相
副
之
、
然
上
者
、
本
尊
御
奉
公
、
代
々

先
師
御
菩
提
、
無
如
在
、
可
被
勤
之
、
万
一
、
雖
有
違
乱
之
人
、
代
代
支
証
幷

此
証
文
於

以
、
可
被
其
沙
汰
、
為
後
日
亀
鏡
之
状
、
如
件
、

　
　
　
　

明
応
八
年
己

未
八
月
廿
三
日　

入
寺
仙
海
判

（
端
裏
書
）

当
院
家　
　
　

俊
善
法
印
譲
栄
光
房
」

（
明
応
七
年
）

（
良
憲
）

（
端
裏
書
）

（
紀
伊
国
那
賀
郡
）

〔
為
脱
カ
〕

（
紀
伊
国
那
賀
郡
）

『
西
南
院
文
書
』
第
四
巻 

花
押
集
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押
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20
　
頼
宥

24
　
鏡
範

28
　
深
忠

21
　
仙
杲

25
　
深
範

29
　
祐
舜

22
　
道
恵

26
　
宗
秀

30
　
祐
舜

23
　
長
範

27
　
定
秀

31
　
長
誉

32
　
俊
善

34
　
某

36
　
仙
海

33
　
俊
善

35
　
俊
善




